
秋 田 市 条 例 第 1 2 6号

し あ わ せ づ く り 秋 田 市 民 公 聴 条 例

秋 田 市 は 、 自 然 や 歴 史 、 文 化 、 産 業 の み な ら ず 、 人 や 情 報 な ど を 含 め た

郷 土 の 多 様 な 資 源 を 最 大 限 に い か し 、 市 民 一 人 ひ と り が し あ わ せ を 実 感 で

き る 、 豊 か で 活 力 あ ふ れ る ま ち づ く り を 進 め て い ま す 。

そ し て 、 秋 田 市 が 未 来 に 向 か っ て 、 さ ら に 魅 力 あ ふ れ る ま ち に 発 展 し て

い く た め に は 、 市 民 と 市 が ま ち づ く り の 主 役 と な り 、 秋 田 市 の あ る べ き 姿

を と も に 考 え 、 協 働 し て 市 政 運 営 に 取 り 組 む こ と が 大 切 で す 。

そ の た め 、 秋 田 市 は 、 市 民 の 市 政 参 加 の 機 会 を 確 立 し 、 市 民 の 知 識 や 経

験 、 日 々 の 生 活 の 中 で 感 じ る 「 思 い 」 を よ り 一 層 市 政 に 反 映 さ せ る た め 、

こ の 条 例 を 制 定 し ま す 。

（ 条 例 の 目 的 ）

第 １ 条 こ の 条 例 は 、 市 民 の 持 つ 意 見 、 情 報 、 知 識 等 （ 以 下 「 意 見 等 」 と

い い ま す 。 ） を 市 の 計 画 等 の 企 画 立 案 過 程 に 反 映 さ せ る た め に 必 要 な 事

項 を 定 め る こ と を 目 的 と し ま す 。

（ 用 語 の 意 味 ）

第 ２ 条 こ の 条 例 で 使 わ れ る 用 語 の 意 味 は 、 次 の と お り と し ま す 。

( 1 ) 市 民 秋 田 市 に 住 ん で い る 者 、 秋 田 市 に 通 勤 し て い る 者 、 秋 田 市 に

通 学 し て い る 者 、 秋 田 市 に 事 務 所 又 は 事 業 所 を 設 け て 事 業 を 営 ん で い

る も の お よ び こ の 条 例 の 対 象 と な る 市 の 計 画 等 に 利 害 関 係 が あ る も の

を い い ま す 。

( 2 ) 市 市 長 、 教 育 委 員 会 、 選 挙 管 理 委 員 会 、 公 平 委 員 会 、 監 査 委 員 、

農 業 委 員 会 、 固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 、 公 営 企 業 管 理 者 お よ び 消 防 長

を い い ま す 。

( 3 ) 企 画 立 案 過 程 市 が 計 画 等 を 作 成 し よ う と す る 過 程 の う ち 、 市 が 最

終 的 な 意 思 決 定 を す る 前 の 過 程 を い い ま す 。 た だ し 、 議 会 の 議 決 が 必

要 な も の に つ い て は 、 議 会 に 提 案 す る 前 の 過 程 を い い ま す 。

( 4 ) 市 民 参 加 市 民 が 、 自 ら の 持 つ 意 見 等 を 述 べ 、 市 の 計 画 等 の 企 画 立



案 過 程 に か か わ る こ と を い い ま す 。

( 5 ) 意 見 聴 取 市 の 計 画 等 の 企 画 立 案 過 程 で 、 市 が 計 画 等 の 案 を 公 表 し 、

市 民 か ら 意 見 等 を 求 め る こ と を い い ま す 。

（ 市 の 役 割 ）

第 ３ 条 市 は 、 市 の 計 画 等 の 企 画 立 案 過 程 で 、 市 民 参 加 の 促 進 に 努 め ま す 。

（ 市 民 の 役 割 ）

第 ４ 条 市 民 は 、 し あ わ せ を 実 感 で き る よ う 、 主 体 的 に ま ち づ く り に 参 加

す る こ と に 努 め る も の と し ま す 。

（ 条 例 の 対 象 と な る 計 画 等 ）

第 ５ 条 こ の 条 例 の 対 象 と な る 市 の 計 画 等 は 、 次 の と お り と し ま す 。

( 1 ) 秋 田 市 総 合 計 画

( 2 ) 各 行 政 分 野 の 基 本 的 な 事 項 を 定 め る 計 画

( 3 ) 秋 田 市 の 重 要 な 施 設 の 建 設 等 に 関 す る 計 画

( 4 ) 次 の い ず れ か に 該 当 す る 条 例 、 規 則 等

ア 市 の 基 本 的 な 方 針 又 は 制 度 を 定 め る も の

イ 市 民 に 義 務 を 課 し 、 又 は そ の 権 利 を 制 限 す る こ と を 内 容 と す る も

の

( 5 ) そ の 他 市 が 市 民 か ら 意 見 等 を 求 め る 必 要 が あ る と 認 め る も の

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る も の は 、 こ の 条 例

の 対 象 に は し な い こ と と し ま す 。

( 1 ) 法 令 又 は 他 の 条 例 に よ り 意 見 聴 取 が 義 務 付 け ら れ て い る も の

( 2 ) 市 税 の 賦 課 徴 収 お よ び 分 担 金 、 使 用 料 、 手 数 料 等 の 徴 収 に 関 す る も

の

( 3 ) 秋 田 市 の 施 設 等 の 維 持 お よ び 保 守 に 関 す る も の

( 4 ) 市 の 内 部 に の み 適 用 さ れ る も の

( 5 ) 軽 微 な も の

( 6 ) 緊 急 を 要 す る も の

（ 意 見 聴 取 ）

第 ６ 条 市 は 、 市 の 計 画 等 を 作 成 し よ う と す る と き は 、 意 見 聴 取 を 行 い ま



す 。

２ 市 は 、 市 の 計 画 等 の 案 に つ い て 意 見 聴 取 を 行 う と き は 、 そ の 実 施 を 予

告 す る よ う 努 め ま す 。

３ 市 は 、 市 の 計 画 等 の 案 に つ い て 意 見 聴 取 を 行 う と き は 、 市 民 か ら 寄 せ

ら れ た 意 見 等 を 市 の 意 思 決 定 に い か す こ と が で き る 適 切 な 時 期 に 行 い ま

す 。

４ 市 は 、 意 見 聴 取 に よ り 市 の 計 画 等 の 案 を 公 表 す る と き は 、 市 民 へ の 情

報 提 供 の 充 実 に 努 め ま す 。

５ 市 は 、 意 見 聴 取 に よ り 市 民 か ら 意 見 等 を 求 め る と き は 、 市 の 計 画 等 に

ふ さ わ し い 手 法 を 採 用 し ま す 。

６ 市 は 、 意 見 聴 取 に よ り 市 民 か ら 意 見 等 を 求 め る と き は 、 市 民 が 市 の 計

画 等 の 案 を 検 討 す る こ と が で き る 期 間 を 確 保 す る よ う 努 め ま す 。

（ 意 見 等 の 取 扱 い ）

第 ７ 条 市 は 、 意 見 聴 取 に よ り 市 民 か ら 寄 せ ら れ た 意 見 等 を 考 慮 し て 、 そ

の 計 画 等 に つ い て の 意 思 決 定 を 行 い ま す 。

２ 市 は 、 意 見 聴 取 に よ り 市 民 か ら 寄 せ ら れ た 意 見 等 を 原 則 と し て 公 表 し

ま す 。

３ 市 は 、 意 見 聴 取 に よ り 市 民 か ら 寄 せ ら れ た 意 見 等 を 公 表 す る と き は 、

そ の 意 見 等 に 対 す る 市 の 考 え も 併 せ て 公 表 し ま す 。

（ 委 任 ）

第 ８ 条 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し て 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 定 め ま す 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 1 7年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し ま す 。


